
 

 

令和７年 月 日 

十日町市長  関口 芳史 様 

 

 

十日町市上下水道事業審議会 

会長 小松 俊哉 

 

下水道使用料の改定について（答申） 

 

 

令和７年７月４日付十上下水第210号で諮問を受けた下記事項について、慎重に審議を

重ねた結果、別紙のとおり答申します。 

 

 

記 

 

  

 ◆諮問事項 

    令和８年度から４年間（令和８年６月から令和 12年５月）の下水道使用料の改定 

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料１】 資料２ 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

 

答申書（案） 

 

１ 下水道使用料改定の必要性について 

 

本市においては、昭和58年の公共下水道の供用開始以降も、市内の広範に渡り整備を進

め、浄化槽の設置と合わせて市民の生活環境の向上を図ってきた。その結果、下水道等の

普及率は95%を超え、全国の同規模自治体の平均を大きく上回っている。 

一方で、下水道使用料は、市町村合併による料金体系の統合後、行財政改革による人件

費削減の還元の元、平成26年度に引き下げ改定を行って以降も、民間委託導入等による業

務の効率化を図ることで、現在に至るまで据え置いてきた。 

しかしながら、近年の急激な人口減少や節水志向の高まりを背景とした水需要の低迷に

より、今後も使用料収入の減少が見込まれる。さらに、急速に整備された現有施設の多く

が、一斉に更新時期を迎えるため、その更新や維持管理に莫大な費用が必要になってくる。

加えて、激甚化する災害対策や陥没等の事故対策も必須であり、下水道事業を取り巻く環

境は一変した。 

また、地方公営企業化した令和２年度から既に、収支差引の不足を補うための基準外の

繰入（いわゆる赤字補填）を一般会計から繰入れており、独立採算を原則とする地方公営

企業としては、その赤字補填の抑制・解消及び持続可能な事業のための収入確保が喫緊の

課題であるといわざるを得ない。 

以上のことから、今後更に悪化する経営見込みも踏まえ、将来世代に大きな負担を残さ

ないため、下水道使用料の改定はやむを得ないと判断する。 

 

２ 改定の程度（改定率）について 

 

赤字補填を解消し、独立採算を図るためには、37.1％の値上げ改定が必要であり、本来、

この改定率を目標にすべきである。 

しかしながら、下水道使用料は市民生活に直結し、地域経済を支える事業者にとっても

大きな影響を及ぼすものである。このことから、基準内の繰入金の精査や経営改善の取組

などを通して経営基盤強化を図った上、急激な負担増とならないよう段階的な改定とする

など可能な限り市民生活等へ配慮するべきである。 

なお、国が国庫補助金の要件としている経費回収率に事実上の目標水準（80%以上）があ

ることにも留意し、改定率の目安とされたい。 



３ 附帯意見 

 

今後、使用料改定を進めるにあたり、次の事項に留意すること。 

 

(1) 使用者の理解を得るには、地方公営企業としての経営努力が大前提となる。これ 

からも、経費削減や将来の負担軽減の観点から、経営改善に取り組むこと。 

 

(2) 下水道事業は現在全国的に様々な課題を抱えている。今後国による制度の改正が 

あることも視野に入れ、基準内の繰入れや公費等の財政措置を適切に活用した経営 

基盤強化を図ること。 

 

(3) 一般家庭はもとより、本市の地域経済や雇用を支える事業者への影響も特に大き 

なものとなるため、大口使用者等一部の利用者に負担が偏らないよう配慮すること。 

 

(4) 改定の必要性や本市の使用料水準が高くなる理由、また、改定後の使用料体系等 

について、市民に分かりやすく周知すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 審議会委員 

 

 

５ 審議会開催状況 

開催回 開催日 時間 会場 主な内容 

第１回 
令和７年 

７月４日（金） 
PM２:45～ 

市役所防災庁舎 

大会議室 

・諮問 

・下水道使用料の算定方法・基準 

・今後の改良・更新事業 

第２回 ８月５日（火） 〃 〃 
・財政シミュレーション 

・改定率 

第３回 ８月28日（木） 〃 〃 

・改定率 

・他自治体との比較 

・使用料体系 

第４回 10月８日（水） 〃 〃 ・答申の方向性 

最終回 11月７日（金） 〃 〃 ・答申書作成 
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